
（任意様式・残価設定型クレジット契約及びリース契約用） 

 

大田原市長   様 

 

誓 約 書 

 

令和  年  月  日付大田原市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金に

係る申請について、以下の事項について誓約いたします。 

 

 

残価設定型クレジット契約及びリース契約にて導入したクリーンエネルギー自動

車について、大田原市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱第 13 条

に規定する財産処分の制限期間（4 年）内に処分をする場合には、財産処分承認申

請書を提出し承認を受けるとともに、残存期間に応じた補助金返還請求に応じます。 

 また、当該処分により利益が生じたときは、交付した補助金の額の範囲内でその

利益の全部又は一部を納付します。 

 

令和   年  月  日  

 

               申請者 

住 所 

 

氏 名 

（本人署名または記名押印） 

 


